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人
事
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会

〇
人
事
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会
規
則
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―
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特
殊
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務
手
当
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の
一
部
を
改
正
す
る
規
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一
三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

白
石
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

白
石
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
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調
査
を
行
っ
た
地
域

　

 　

白
石
市
郡
山
字
穴
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前
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井
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同
字
卯
当
、
同
字
江
坪
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同
字
大
萩
山
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同
字
金
倉
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上
関
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同

字
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久
保
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岩
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同
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黒
岩
下
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字
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黒
森
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同

字
笹
森
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五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

　

平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
七
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
十

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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第
一
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

松
ケ
房
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
一
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
二
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

田
中
た
め
池
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
二
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

舞
根
湾
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
三
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
四
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

米
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
四
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
五
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

河
南
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
五
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三

十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

ア
ム
ズ
調
剤
薬
局
多
賀
城
店

多
賀
城
市
東
田
中
二
丁
目
四
十
番
三
十
二
号　

Ｇ
百
六

平
成
三
十
年
四
月
一
日

ひ
か
り
薬
局
東
田
中

多
賀
城
市
東
田
中
字
志
引
八
十
五
番
地
の
一

平
成
三
十
年
十
月
一
日

あ
い
お
い
歯
科
イ
オ
ン
モ
ー

ル
名
取
医
院

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目
三
番
一
号
イ
オ

ン
モ
ー
ル
名
取
一
階

平
成
三
十
年
九
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
豊
里
店

登
米
市
豊
里
町
土
手
下
二
十
三－

二

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
米
山
店

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
大
又
二
番
地
一

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
店

岩
沼
市
中
央
三
丁
目
四－

二
十
七

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
東
店

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二
番
二
号

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
あ
さ
ひ

野
店

岩
沼
市
あ
さ
ひ
野
一－

八－

二
十

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
西
店

岩
沼
市
土
ヶ
崎
三
丁
目
五－

十

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
出
山
店

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
百
六－

五

平
成
三
十
年
十
月
一
日
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ク
オ
ー
ル
薬
局
名
取
店

名
取
市
上
余
田
字
吉
原
七

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局

多
賀
城
市
笠
神
四
丁
目
六
番
十
七
号

平
成
三
十
年
十
月
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
し
お
が
ま
店

塩
竈
市
本
町
三
番
十
九
号

平
成
三
十
年
十
月
一
日

大
崎
調
剤
薬
局
駅
南
店

大
崎
市
古
川
駅
南
三
丁
目
七
番
地

平
成
三
十
年
十
月
一
日

よ
し
づ
み
内
科
・
糖
尿
病
ク

リ
ニ
ッ
ク

多
賀
城
市
東
田
中
字
志
引
八
十
五－

一

平
成
三
十
年
十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

あ
い
お
い
歯
科
イ
オ
ン
モ
ー

ル
名
取
医
院

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目
三
番
一
号
イ
オ

ン
モ
ー
ル
名
取
一
階

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

ア
ム
ズ
調
剤
薬
局
多
賀
城
店

多
賀
城
市
東
田
中
二
丁
目
四
十
番
三
十
二
号　

Ｇ
百
六

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

中
川
薬
局
登
米
店

登
米
市
登
米
町
寺
池
桜
小
路
九
十
九－

十

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
豊
里
店

登
米
市
豊
里
町
土
手
下
二
十
三－

二

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
米
山
店

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
大
又
二
番
地
一

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
店

岩
沼
市
中
央
三
丁
目
四－

二
十
七

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
東
店

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二
番
二
号

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
あ
さ
ひ

野
店

岩
沼
市
あ
さ
ひ
野
一－

八－

二
十

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
沼
西
店

岩
沼
市
土
ヶ
崎
三
丁
目
五－

十

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
岩
出
山
店

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
百
六－

五

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
名
取
店

名
取
市
上
余
田
字
吉
原
七

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局

多
賀
城
市
笠
神
四
丁
目
六
番
十
七
号

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
し
お
が
ま
店

塩
竈
市
本
町
三
番
十
九
号

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

調
剤
薬
局
船
岡
店

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
三
丁
目
六
番
七
号

平
成
三
十
年
九
月
十
四
日

ダ
ノ
薬
局

大
崎
市
古
川
幸
町
一
丁
目
七
番
二
十
二
号

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド

ラ
ッ
グ
石
巻
あ
ゆ
み
野

店

石
巻
市
蛇
田
字
新
沼
田
百
六
十
一
番
四
十

四
街
区
五
画
地

平
成
三
十
年
八
月
二
十
五
日

変
更
後

石
巻
市
あ
ゆ
み
野
三
丁
目
二
番
地
十
七

変
更
前

フ
ァ
ー
マ
み
ら
い
東
し

ん
じ
ょ
う
薬
局

気
仙
沼
市
東
新
城
二
丁
目
七－

六

平
成
三
十
年
八
月
二
十
三
日

変
更
後

共
創
未
来
東
し
ん
じ
ょ

う
薬
局

変
更
前

ス
マ
イ
ル
薬
局
玉
浦
店

岩
沼
市
恵
み
野
二
丁
目
五－

一

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日

変
更
後

共
創
未
来
玉
浦
薬
局

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
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促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

条
南
歯
科
医
院

気
仙
沼
市
田
中
前
一－

四－

十
五

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

み
ち
の
く
政
宗
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
名
取
診
療
所

名
取
市
飯
野
坂
三－

五－

十　

イ
オ
ン
タ
ウ
ン

名
取
二
Ｆ

平
成
三
十
年
九
月
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

川
瀬　

貴
之

イ
ー
グ
ル
整
骨
院
塩
釜
杉
の

入
店

塩
竈
市
杉
の
入
三
丁
目
三－

一

平
成
三
十
年
十

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

コ
ツ
コ
ツ
ク
リ
ニ
ッ
ク
多
賀
城
整
形
外

科

多
賀
城
市
高
橋
四
丁
目
二
十－

五

田
中　

庸
二

訪
問
看
護
、
通
所
介
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
、
居
宅
療
養
管
理

指
導
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護

予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
三
十
年
六
月
三
十
日

ツ
ク
イ
名
取

名
取
市
増
田
八－

一－

五
十
一

株
式
会
社
ツ
ク
イ

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
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関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

道
白　

大
輔

ど
う
は
く
堂
し
お
が
ま

接
骨
院

塩
竈
市
東
玉
川
町
六－

四

平
成
三
十
年
九

月
一
日

変
更
後

ど
う
は
く
堂
西
勝
山
接

骨
院

仙
台
市
青
葉
区
西
勝
山
二
十
七－

三

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

松
島
病
院

松
島
町
高
城
字
浜
一－

二
十
六

平
成
三
十
年
十
月
二
十

九
日

平
成
三
十
三
年
十
月
二

十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号

　

県
営
大
曲
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

涌
谷
三
本
木
線

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

遠
田
郡
美
里
町
字
新
一
本
柳
一
六
二
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
字
新
一
本
柳
一
三
三
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
四
〜

 

三
七
・
六

 

一
一
一
・
〇

後

一
〇
・
四
〜

 

四
九
・
四

 

一
一
一
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日
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県

道

閖
上
港
線

名
取
市
大
曲
字
布
田
一
六
八
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
曲
字
布
田
一
四
五
番
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

 

十
月
三
十
一
日

 

午
前
九
時

名
取
市
大
曲
字
八
幡
三
四
番
二
地
先
か
ら

同
市
大
下
余
田
字
木
戸
無
番
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

 

十
月
三
十
一
日

 

午
前
九
時

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

涌
谷
三
本
木

線

遠
田
郡
美
里
町
字
新
一
本
柳
一
六
二
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
新
一
本
柳
一
三
三
番
一
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

 

十
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

通
原
沢－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
通
原
（
次
の
図
の
と
お

り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

通
原
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
通
原
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
口
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
通
原
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
滝
沢
２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
渡
（
次
の
図
の
と
お

り
）

不
動
明
王
沢

－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
渡
、
字
玉
ノ
木
（
次

の
図
の
と
お
り
）

不
動
明
王
沢

－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
渡
（
次
の
図
の
と
お

り
）

沢
一
の
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

沢
二
の
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

井
戸
神
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

車
湯
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
赤
湯
（
次
の
図
の
と
お

り
）

獅
子
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
石
渕
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鬼
切
部
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
若
神
子
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

道
心
坊
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
下
軍
沢
、
字
若
神

子
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）

尾
ヶ
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
尾
ヶ
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

杉
森
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
尾
ヶ
沢
、
字
高
剝

（
次
の
図
の
と
お
り
）

上
ノ
台
西
沢

－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
ノ
台
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
ノ
台
西
沢

－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
ノ
台
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
ノ
台
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
ノ
台
（
次
の
図

の
と
お
り
）

鈴
倉
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
根
松
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
入
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
岩
入
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
入
沢
２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
岩
入
（
次
の
図

の
と
お
り
）

高
剥
向
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
高
剥
向
（
次
の
図

の
と
お
り
）

馬
子
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
谷
地
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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白
蛇
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
曲
目
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

曲
り
畑
沢－
１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
曲
り
畑
（
次
の
図

の
と
お
り
）

曲
り
畑
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
曲
り
畑
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柏
木
原
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
柏
木
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

見
手
野
原
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
見
手
野
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

大
尺
沢－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
大
尺
、
字
前
森
、
字
野

際
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
尺
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
前
森
（
次
の
図
の
と
お

り
）

前
森
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
前
森
、
字
小
室
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

小
室
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
小
室
、
字
小
室
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

沢
目
木
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

田
中
２
の
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

田
中
沢－

２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

前
山
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
前
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

黒
崎
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
黒
崎
（
次
の
図
の
と
お

り
）

黒
崎
沢
２

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
黒
崎
（
次
の
図
の
と
お

り
）

川
渡

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
渡
（
次
の
図
の
と
お

り
）

保
呂
内

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
保
呂
内
（
次
の
図

の
と
お
り
）

寒
湯

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
寒
湯
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
岩
入

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
岩
入
（
次
の
図

の
と
お
り
）

岡
台
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
岡
台
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岡
台
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
岡
台
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岡
台
の
３－

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
岡
台
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岡
台
の
３－

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
岡
台
（
次
の
図
の

と
お
り
）

軍
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
軍
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

中
川
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
中
川
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

百
目
木
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
百
目
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
蟹
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
蟹
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
蟹
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
蟹
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

岩
渕

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
岩
渕
（
次
の
図
の
と
お

り
）

上
ノ
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
上
ノ
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
口

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
渡
（
次
の
図
の
と
お

り
）

入
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
入
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

沢
目
木
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沢
目
木
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

岩
渕
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
岩
渕
（
次
の
図
の
と
お

り
）

岩
渕
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
岩
渕
（
次
の
図
の
と
お

り
）

赤
這

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
赤
這
（
次
の
図
の
と
お

り
）

久
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
久
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号
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土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

若
神
子
原
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
若
神
子
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

鬼
切
部
沢－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
若
神
子
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

尾
ヶ
沢－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
尾
ヶ
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
岩
入
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
岩
入
（
次
の
図

の
と
お
り
）

中
屋
敷
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
中
屋
敷
（
次
の
図
の
と

お
り
）

田
中
沢－

１

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
沢
目
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
表
浜
港
石
巻
市
小
渕

浜
地
区
に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

二　

指
定
す
る
区
域

　

１　

地
域
の
表
示

　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
二
十
七
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
線
、
基
点
二
十
七
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
十
八
ま
で
を

結
ぶ
線
及
び
基
点
二
十
八
と
基
点
一
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　

２　

基
準
点
及
び
基
点
の
表
示

　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
給
分
浜
後
山
八－

四
地
先
の
二
級
基
準
点
二
Ｂ
〇
九
九
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
七
・
九
二

四
〇
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
八
分
一
五
・
八
〇
一
八
秒
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
三
一
五
度
一
九
分
五
〇
秒
二
三
四
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
一
三
四
度
四
三
分
四
一
秒
三
四
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
九
○
度
〇
分
〇
秒
一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
八
〇
度
〇
分
〇
秒
六
三
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
四
五
度
〇
分
〇
秒
四
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
一
七
九
度
三
〇
分
三
二
秒
九
五
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
四
二
度
一
八
分
四
二
秒
三
四
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
六
二
度
三
六
分
一
秒
三
六
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
二
二
三
度
四
八
分
三
秒
三
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十　

基
点
九
か
ら
二
四
三
度
一
九
分
五
八
秒
三
五
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
一
七
九
度
五
三
分
四
三
秒
一
五
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
二
六
八
度
五
三
分
九
秒
四
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
三　

基
点
十
二
か
ら
〇
度
三
分
一
七
秒
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
四　

基
点
十
三
か
ら
二
七
〇
度
二
分
三
三
秒
一
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
五　

基
点
十
四
か
ら
一
七
九
度
五
六
分
二
三
秒
五
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
六　

基
点
十
五
か
ら
二
一
〇
度
一
三
分
五
〇
秒
一
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
七　

基
点
十
六
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
八　

基
点
一
七
か
ら
一
七
九
度
五
五
分
四
六
秒
一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
九　

基
点
一
八
か
ら
二
二
五
度
二
一
分
五
二
秒
六
一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十　

基
点
十
九
か
ら
二
六
九
度
五
六
分
五
五
秒
七
一
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
一　

基
点
二
十
か
ら
二
〇
九
度
一
〇
分
九
秒
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
二　

基
点
二
十
一
か
ら
二
六
九
度
五
七
分
五
九
秒
三
〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
三　

基
点
二
十
二
か
ら
一
六
八
度
二
八
分
三
五
秒
二
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
四　

基
点
二
十
三
か
ら
二
五
八
度
二
八
分
四
〇
秒
一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
五　

基
点
二
十
四
か
ら
三
四
八
度
二
八
分
二
九
秒
四
六
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
六　

基
点
二
十
五
か
ら
三
四
八
度
二
八
分
三
二
秒
二
八
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
七　

基
点
二
十
六
か
ら
二
六
九
度
五
六
分
一
秒
六
三
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
八　

基
点
二
十
七
か
ら
四
三
度
四
三
分
一
秒
五
一
二
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号



（9）　平成30年10月30日　火曜日 第3005号宮　　城　　県　　公　　報
　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五

十
九
号
で
指
定
し
た
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
荻
浜
港
海
岸
有
田
浜
地
区
海
岸
の
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す

る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
す
る
海
岸
の
名
称

　
　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
荻
浜
港
海
岸
有
田
浜
地
区
海
岸

二　

指
定
す
る
区
域

　

１　

区
域
の
表
示

　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
七
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
線
、
基
点
七
と
補
助
点
二
を
結
ぶ
線
、
補
助
点
二
と
補
助
点
一
を
結

ぶ
線
及
び
補
助
点
一
と
基
点
一
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
除
く
。

　
　

 　

基
点
八
か
ら
基
点
二
十
九
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
線
及
び
基
点
二
十
九
と
基
点
八
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　

２　

基
準
点
、
基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

　
　
　

基
準
点
一 　

石
巻
市
荻
浜
字
有
田
浜
地
内
在
来
石
積
護
岸
東
端
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
一
八
秒
、
東
経
一
四
一

度
二
七
分
六
秒
）

　
　
　

基
準
点
二 　

石
巻
市
荻
浜
字
小
浜
山
の
三
級
基
準
点
Ｈ
二
五－

三－

二
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
三
四
・
二
五

秒
、
東
経
一
四
一
度
二
七
分
一
六
・
七
三
秒
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
一
か
ら
五
度
三
〇
分
〇
秒
二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
度
〇
分
〇
秒
六
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
五
六
度
〇
分
〇
秒
一
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
七
五
度
〇
分
〇
秒
五
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
〇
八
度
五
八
分
三
〇
秒
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
一
六
〇
度
〇
分
〇
秒
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
三
二
度
三
〇
分
〇
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
八　

基
準
点
二
か
ら
一
六
〇
度
九
分
二
六
秒
一
二
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
〇
八
度
五
八
分
三
〇
秒
九
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十　

基
点
九
か
ら
一
四
六
度
三
分
一
三
秒
四
六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
一
四
六
度
二
五
分
九
・
四
七
秒
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
一
六
〇
度
一
〇
分
五
六
・
一
一
秒
五
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
三　

基
点
十
二
か
ら
二
〇
〇
度
三
〇
分
三
一
・
三
一
秒
四
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
四　

基
点
十
三
か
ら
一
七
一
度
四
二
分
一
七
・
七
一
秒
八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
五　

基
点
十
四
か
ら
二
三
六
度
二
分
三
六
・
一
一
秒
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
六　

基
点
十
五
か
ら
三
〇
九
度
四
六
分
四
四
・
五
一
秒
五
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
七　

基
点
十
六
か
ら
三
二
五
度
二
〇
分
六
・
四
〇
秒
三
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
八　

基
点
十
七
か
ら
二
三
五
度
四
六
分
五
三
・
一
九
秒
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
九　

基
点
十
八
か
ら
三
二
六
度
三
分
二
三
・
六
五
秒
一
一
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十　

基
点
十
九
か
ら
三
二
六
度
三
分
一
四
秒
三
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
一　

基
点
二
十
か
ら
二
八
八
度
五
八
分
三
一
秒
八
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
二　

基
点
二
十
一
か
ら
二
八
八
度
五
八
分
三
二
・
五
八
秒
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
三　

基
点
二
十
二
か
ら
一
八
度
五
八
分
三
四
秒
八
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
四　

基
点
二
十
三
か
ら
二
九
六
度
五
八
分
四
六
・
四
八
秒
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
五　

基
点
二
十
四
か
ら
三
〇
七
度
三
六
分
五
〇
・
二
四
秒
五
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
六　

基
点
二
十
五
か
ら
一
八
度
五
五
分
五
〇
・
一
七
秒
二
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
七　

基
点
二
十
六
か
ら
八
二
度
一
一
分
二
八
・
六
一
秒
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
八　

基
点
二
十
七
か
ら
六
四
度
二
九
分
二
七
・
四
一
秒
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
九　

基
点
二
十
八
か
ら
八
二
度
五
七
分
三
六
・
五
七
秒
二
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
一　

基
点
一
か
ら
二
〇
八
度
三
〇
分
〇
秒
一
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
二　

基
点
七
か
ら
二
二
七
度
三
〇
分
〇
秒
一
二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
す
る
海
岸
の
名
称

　
　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
表
浜
港
海
岸
小
渕
地
区
海
岸

二　

指
定
す
る
区
域

　

１　

区
域
の
表
示

　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
三
十
八
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
線
及
び
基
点
三
十
八
と
基
点
一
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
。
た
だ
し
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
除
く
。

　

２　

基
準
点
及
び
基
点
の
表
示



第3005号　平成30年10月30日　火曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
給
分
浜
後
山
八－

四
地
先
の
二
級
基
準
点
二
Ｂ
〇
九
九
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
七
・
九
二

四
〇
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
八
分
一
五
・
八
〇
一
八
秒
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
三
〇
九
度
四
二
分
一
四
秒
一
八
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
八
〇
度
〇
分
〇
秒
三
七
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
四
五
度
〇
分
〇
秒
四
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
七
九
度
三
〇
分
三
三
秒
九
六
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
二
二
八
度
四
五
分
三
七
秒
三
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
六
二
度
二
三
分
五
二
秒
二
六
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
六
九
度
六
分
三
三
秒
一
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
八
〇
度
三
分
五
九
秒
二
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十　

基
点
九
か
ら
二
三
五
度
二
八
分
六
秒
四
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
二
六
八
度
五
三
分
八
秒
五
九
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
〇
度
三
分
一
七
秒
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
三　

基
点
十
二
か
ら
二
七
〇
度
二
分
三
三
秒
一
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
四　

基
点
十
三
か
ら
一
七
九
度
五
六
分
二
三
秒
五
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
五　

基
点
十
四
か
ら
二
一
〇
度
一
三
分
五
〇
秒
一
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
六　

基
点
十
五
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
七　

基
点
十
六
か
ら
一
七
九
度
五
五
分
四
六
秒
一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
八　

基
点
十
七
か
ら
二
二
五
度
二
一
分
五
二
秒
六
三
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
九　

基
点
十
八
か
ら
二
六
九
度
五
八
分
二
秒
一
〇
一
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十　

基
点
十
九
か
ら
一
六
八
度
二
八
分
三
五
秒
二
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
一　

基
点
二
十
か
ら
二
五
八
度
二
八
分
四
〇
秒
一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
二　

基
点
二
十
一
か
ら
三
四
八
度
二
八
分
二
九
秒
四
六
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
三　

基
点
二
十
二
か
ら
八
九
度
五
八
分
三
秒
一
一
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
四　

基
点
二
十
三
か
ら
四
五
度
二
一
分
五
五
秒
四
二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
五　

基
点
二
十
四
か
ら
三
五
九
度
五
五
分
三
〇
秒
二
七
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
六　

基
点
二
十
五
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
二
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
七　

基
点
二
十
六
か
ら
三
五
九
度
五
六
分
二
九
秒
七
四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
八　

基
点
二
十
七
か
ら
九
〇
度
二
分
三
九
秒
三
七
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
九　

基
点
二
十
八
か
ら
一
八
〇
度
二
分
一
七
秒
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十　

基
点
二
十
九
か
ら
八
八
度
四
九
分
一
四
秒
五
一
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
一　

基
点
三
十
か
ら
五
五
度
四
五
分
三
九
秒
二
五
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
二　

基
点
三
十
一
か
ら
〇
度
三
分
五
一
秒
三
三
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
三　

基
点
三
十
二
か
ら
八
八
度
五
三
分
二
四
秒
三
六
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
四　

基
点
三
十
三
か
ら
七
三
度
四
一
分
五
三
秒
三
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
五　

基
点
三
十
四
か
ら
三
五
九
度
五
五
分
三
六
秒
七
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
六　

基
点
三
十
五
か
ら
八
九
度
五
八
分
二
四
秒
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
七　

基
点
三
十
六
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
二
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
八　

基
点
三
十
七
か
ら
三
二
五
度
〇
分
三
秒
四
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
七

十
六
号
で
指
定
し
た
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
表
浜
港
海
岸
小
渕
地
区
海
岸
の
う
ち
、
表
浜
港
港
湾
管
理
者
の
長
が
管
理
を

行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

海
岸
の
名
称

　
　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
表
浜
港
海
岸
小
渕
地
区
海
岸

二　

区
域

　

１　

区
域
の
表
示

　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
三
十
八
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
線
及
び
基
点
三
十
八
と
基
点
一
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
。
た
だ
し
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
除
く
。

　

２　

基
準
点
及
び
基
点
の
表
示

　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
給
分
浜
後
山
八－

四
地
先
の
二
級
基
準
点
二
Ｂ
〇
九
九
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
七
・
九
二

四
〇
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
八
分
一
五
・
八
〇
一
八
秒
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
三
〇
九
度
四
二
分
一
四
秒
一
八
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
八
〇
度
〇
分
〇
秒
三
七
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
四
五
度
〇
分
〇
秒
四
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
七
九
度
三
〇
分
三
三
秒
九
六
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
二
二
八
度
四
五
分
三
七
秒
三
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
六
二
度
二
三
分
五
二
秒
二
六
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
六
九
度
六
分
三
三
秒
一
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
八
〇
度
三
分
五
九
秒
二
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十　

基
点
九
か
ら
二
三
五
度
二
八
分
六
秒
四
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
二
六
八
度
五
三
分
八
秒
五
九
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
〇
度
三
分
一
七
秒
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
三　

基
点
十
二
か
ら
二
七
〇
度
二
分
三
三
秒
一
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
四　

基
点
十
三
か
ら
一
七
九
度
五
六
分
二
三
秒
五
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
五　

基
点
十
四
か
ら
二
一
〇
度
一
三
分
五
〇
秒
一
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
六　

基
点
十
五
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
七　

基
点
十
六
か
ら
一
七
九
度
五
五
分
四
六
秒
一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
八　

基
点
十
七
か
ら
二
二
五
度
二
一
分
五
二
秒
六
三
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
九　

基
点
十
八
か
ら
二
六
九
度
五
八
分
二
秒
一
〇
一
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十　

基
点
十
九
か
ら
一
六
八
度
二
八
分
三
五
秒
二
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
一　

基
点
二
十
か
ら
二
五
八
度
二
八
分
四
〇
秒
一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
二　

基
点
二
十
一
か
ら
三
四
八
度
二
八
分
二
九
秒
四
六
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
三　

基
点
二
十
二
か
ら
八
九
度
五
八
分
三
秒
一
一
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
四　

基
点
二
十
三
か
ら
四
五
度
二
一
分
五
五
秒
四
二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
五　

基
点
二
十
四
か
ら
三
五
九
度
五
五
分
三
〇
秒
二
七
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
六　

基
点
二
十
五
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
二
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
七　

基
点
二
十
六
か
ら
三
五
九
度
五
六
分
二
九
秒
七
四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
八　

基
点
二
十
七
か
ら
九
〇
度
二
分
三
九
秒
三
七
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二
十
九　

基
点
二
十
八
か
ら
一
八
〇
度
二
分
一
七
秒
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十　

基
点
二
十
九
か
ら
八
八
度
四
九
分
一
四
秒
五
一
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
一　

基
点
三
十
か
ら
五
五
度
四
五
分
三
九
秒
二
五
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
二　

基
点
三
十
一
か
ら
〇
度
三
分
五
一
秒
三
三
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
三　

基
点
三
十
二
か
ら
八
八
度
五
三
分
二
四
秒
三
六
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
四　

基
点
三
十
三
か
ら
七
三
度
四
一
分
五
三
秒
三
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
五　

基
点
三
十
四
か
ら
三
五
九
度
五
五
分
三
六
秒
七
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
六　

基
点
三
十
五
か
ら
八
九
度
五
八
分
二
四
秒
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
七　

基
点
三
十
六
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
二
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三
十
八　

基
点
三
十
七
か
ら
三
二
五
度
〇
分
三
秒
四
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校
の
項
中
「

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇
」
を

「
　

 

二
四
〇

二
四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
泉
松
陵
高
等
学
校
の
項
中
「

二
四
〇

二
八
〇

」

を
「

二
四
〇

二
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
工
業
高
等
学
校
の
項
中

「
　

八
〇
　

八
〇
　

八
〇

」
を
「

　

四
〇
　

八
〇
　

八
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
塩
釜
高
等
学

校
の
項
中
「

二
八
〇

三
二
〇

」
を
「

二
八
〇

二
八
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校
の
項

中
「

二
八
〇

三
二
〇

」
を
「

二
四
〇

二
八
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
西
高
等
学
校
の
項
中

「

一
六
〇

二
〇
〇

」
を
「

一
六
〇

一
六
〇

」
に
改
め
、
別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
宮
城
第
一
高
等

学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
仙
台
二
華

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇
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別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校
飯
野
川
校
の
項
中

「
　

四
〇
　

四
〇
　

四
〇
　

四
〇
」
を
「

　

 

　

四
〇
　

四
〇
　

四
〇
」
に
改
め
、
別
表

第
二
第
二
号
の
表
宮
城
県
貞
山
高
等
学
校
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
石
巻
北

高

等

学

校

 

飯
野
川
校

普

通

科

四
年

昼

男
女
　

四
〇
　

 

　

 

　

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
中
学
部
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
み
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
中
「

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

」
を

「

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
名
取
が
丘
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

　

一　

小
学
部
及
び
中
学
部

学　
　
　
　
　
　

校　
　
　
　
　
　

名

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
松
陵
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

　

二　

小
学
部学　

　
　
　
　
　

校　
　
　
　
　
　

名

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
名
取
が
丘
校
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宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
塩
釜
校

　

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
中
「

三
六

三
三

四
六

」
を

「

三
八

三
六

三
三

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
の
項
中
「

三
四

三
○

三
五

」
を

「

二
八

三
四

三
○

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校
の
項
中
「

一
七

一
四

一
一

」
を

「

二
○

一
七

一
四

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校
の
項
中
「

四
六

四
九

三
八

」
を

「

四
二

四
六

四
九

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
の
項
中
「

二
四

三
三

四
六

」
を

「

二
三

二
四

三
三

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
の
項
中
「

三
五

三
五

二
七

」
を

「

二
七

三
五

三
五

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
支
援
学
校
の
項
中
「

二
七

二
七

一
九

」
を

「

二
七

二
七

二
七

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校
の
項
中
「

二
七

二
七

一
六

」
を

「

二
七

二
七

二
七

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校
の
項
中
「

二
七

三
○

三
五

」
を

「

二
七

二
七

三
○

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
の
項
中
「

四
一

四
六

三
○

」
を

「

四
一

四
一

四
六

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
の
項
中
「

三
三

三
五

三
○

」
を

「

二
五

三
三

三
五

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
の
項
中

「

二
四

一
六

二
四

」
を
「

二
四

二
四

一
六

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

千　
　

葉　
　

裕　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
―
六
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「（
内
水
面
水
産
試
験
場
及
び
水
産
加
工
開
発
部
に
所
属
す
る
職
員
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
引
き
続
き
当
該
」
を
加
え
、「
引
き
続
き
四
時
間
程
度
」
を
「
三

時
間
程
度
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
程
度
）

２ 　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号
）
附

則
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
程
度
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
等
に
お
い
て
引
き
続
き
同
項
に
規
定
す
る
業

務
に
従
事
し
た
時
間
が
四
時
間
程
度
と
す
る
。
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